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平成 23 年６月 30 日 

各  位 

 

東京都台東区柳橋一丁目４番４号 

リ ア ル コ ム 株 式 会 社 

代 表 取 締 役 社 長  谷 本  肇

（コード番号：3856 東証マザーズ）

問合せ先：取締役執行役員 CFO 山本 融

（連絡先 03-5835-3180（代表））

 

米国連結子会社の異動（事業譲渡）に関するお知らせ 

 

当社及び当社連結子会社である Realcom U.S.,Inc.（以下、Realcom US という）は平成 23

年６月 30 日開催の取締役会において、Hivemyne, LLC（本社米国、ワシントン州、以下 Hivemyne）

への Realcom US の事業譲渡に関する事業譲渡契約締結について決議したしましたので、お知ら

せいたします。 
記 

１． 事業譲渡の背景 
当社は当事業年度においては、財務基盤の強化の一環として海外事業の再編に取り組んでおり

ます。その一環として、平成 23 年３月に CCH に対して AskMe 製品の特定市場における永久ラ

イセンス付与、同６月に Persistent 社へのインド事業の譲渡を実行いたしました。それと平行し

て、米国事業についても、複数の投資家と交渉を行って参りましたが、今般、Realcom US 従業

員による MBO スキームにより事業譲渡を行うことで、Hivemyne と合意いたしました。Hivemyne

は当 MBO のために設立された会社で、Realcom US の事業の受け皿会社となります。 

これらにより、当社グループにおける海外事業の整理縮小を完了し、国内事業への経営資源の

集中をより加速して参ります。 

 

２． 事業譲渡の概要 
① 対象譲渡資産 

 AskMe 製品の知的財産権（特許/商標権） 

 既存顧客契約 

② 譲渡対価 

 US450,000 ドル（現金及び Promissory Note） 

 Hivemyne の持分 5% 

 日本、アジア市場における AskMe 製品の非独占販売権 

③ 譲渡契約の主なクロージング条件 

 特許、商標権譲渡契約の締結 

 Promissory note に対する担保契約締結 

 CCH 社とのライセンス契約の譲渡 

 Persistent 社との保守サービス契約の譲渡 
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 日本、アジア市場における AskMe 製品販売に関するライセンス契約の締結 
 既存顧客の事業譲渡への同意 

④ スケジュール 

 取締役会決議      ：平成 23 年６月 30 日 

 事業譲渡契約締結  ：平成 23 年６月 30 日 

 事業譲渡完了日(予定) ：平成 23 年７月 31 日  

 

３． Realcom US の経営成績等の概要 

Realcom US の最近 3 年間の経営成績及び財政状態 

                 (千ドル)  2008 年 6 月期 

  (3 ヶ月) 

2009 年 6 月期 2010 年 6 月期 

売上高   280 1,768  1,418 

経常損益 △251 △908 △1,781 

当期純損益 △251 △962 △6,319 

総資産 6,181 5,616     626 

 
４． 契約相手先の概要 

Hivemyne は本 MBO のために設立された会社で、Realcom US の事業の受け皿会社となりま

す。 
Hivemyne の概要 

名称 Hivemyne, LLC 

所在地 1200 Fifth Avenue, Suite 1800A Seattle, Washington 98101 

代表者の役職・氏名 CEO Peter Holland 

事業内容 AsKMe 製品の開発、販売 

設立年 2011 年４月 20 日 

資本関係 本事業譲渡契約締結にともない、当

社は当該会社の 5%の持分を所有い

たします。 

人的関係 当社及び当社子会社と当該会社との

間には、記載すべき人的関係はあり

ません。 

取引関係 本事業譲渡契約締結にともない、当

社との間でAskMe製品の日本及びア

ジア市場における非独占販売契約を

締結いたします。 

上場会社及び当社子会社と当該

会社との間の関係 

関連当事者へ 

の該当状況 

当該会社は、当社及び当社子会社の

関連当事者には該当いたしません。

 尚、同社は本 MBO スキームにおいて Realcom US の事業の受け皿会社として設立され 

た会社です。従って、株主構成、総資産等については記載を省略しております。 
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５．連結及び単体業績に対する影響等 

海外事業については前事業年度及び当事業年度において、減損及び引当等の処理をしてお

り、本事業譲渡及びそれに伴う海外事業清算に対する追加の損失額は、米国及びインドのオ

フィスリースの解約及び会社清算のための弁護士費用等によるもののみとなります。これら

の影響額については現在精査中ですが、判明し次第開示いたします。 

  尚、Realcom US 及び Realcom Technology India については本年中に清算の予定です。 

 

以  上 


